
第５６号議案 

 

     八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する

条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和３年２月２４日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

 八王子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（昭和５９年八

王子市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 



改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 番号 区域 面積（ヘクター

ル） 

  番号 区域 面積（ヘクター

ル） 

 

 １～３３ （略） （略）   １～３３ （略） （略）  

 ３４ 平成４年八王子市告示第８８号に定める八王子都市

計画下柚木・松木地区地区計画の区域のうち、地区整

備計画が定められた区域（以下次表において「下柚 

木・松木地区整備計画区域」という。） 

３７．２   ３４ 平成４年八王子市告示第８８号に定める八王子都市

計画首都大学東京北地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「首都

大学東京北地区整備計画区域」という。） 

３７．２  

 ３５ 平成４年八王子市告示第８９号に定める八王子都市

計画上柚木二・三丁目地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められた区域（以下次表において「上

柚木二・三丁目地区整備計画区域」という。） 

４７．５   ３５ 平成４年八王子市告示第８９号に定める八王子都市

計画首都大学東京西地区地区計画の区域のうち、地区

整備計画が定められた区域（以下次表において「首都

大学東京西地区整備計画区域」という。） 

４７．５  

 ３６～ 

１２４ 

（略） （略）   ３６～ 

１２４ 

（略） （略）  

 １２５ 令和２年八王子市告示第３５６号に定める八王子都

市計画グリーンヒル寺田団地地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域（以下次表におい

て「グリーンヒル寺田団地地区整備計画区域」とい

う。） 

６４．８ 

 

      

 １２６ 令和２年八王子市告示第３５７号に定める八王子都

市計画大和田町五丁目地区地区計画の区域のうち、地

区整備計画が定められた区域（以下次表において「大

和田町五丁目地区整備計画区域」という。） 

２．４ 

 

      

  

別表第２（第３条―第９条、第１１条、第１３条関係） 別表第２（第３条―第９条、第１１条、第１３条関係） 

１～３３ （略） １～３３ （略） 

３４ 下柚木・松木地区整備計画区域 

（略） 

３４ 首都大学東京北地区整備計画区域 

（略） 

３５ 上柚木二・三丁目地区整備計画区域 

（略） 

３５ 首都大学東京西地区整備計画区域 

（略） 



３６～１２４ （略） ３６～１２４ （略） 

１２５ グリーンヒル寺田団地地区整備計画区域  

 （あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） （く）            

 計画地 建築してはな 建築物の容積 建築物 建築物 建築物の外壁等の面 建築物の高さ 垣又は            

 区の区

分 

らない建築物 率 の建蔽

率の最

高限度 

の敷地

面積の

最低限

度 

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

 柵の構

造の制

限 

           

    

   最高限

度 

最低限

度 

  距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

               

 生活利

便施設

地区 

１ 住宅 

２ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（建築

物に附属す

るものを除

く。） 

― ― ― １２０

平方メ

ートル 

１ 共同

住宅又

は住宅

で住宅

以外の

用途を

兼ねる

ものに

あつて

は、八

王子都

市計画

グリー

ンヒル

寺田団

地地区

地区計

画の計

画図２

（以下

この項

におい

て「グ

リーン

ヒル寺

田団地

地区計

画図」

という

。）に

表示す

る１号 

― ― ― ―               



       壁面線

におけ

る道路

境界線

までの

距離 

５メー

トル 

                  

       ２ 前号

に掲げ

る建築

物以外

の建築

物にあ

つては

、グリ

ーンヒ

ル寺田

団地地

区計画

図に表

示する

１号壁

面線に

おける

道路境

界線ま

での距

離 １

メート

ル 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都

市計画決定

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

                 

 公共公

益的施

設地区

Ａ 

 次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 事務所 

２ ガソリン

スタンド 

３ 自動車修

理工場 

４ 自動車車

庫 

５ 防災備蓄

倉庫 

― ― ― ３００

平方メ

ートル 

１ 自動

車修理

工場に

あつて

は、道

路境界

線及び

隣地境

界線ま

での距

離 ５

メート 

― １５メ

ートル 

― ―               



  ６ 路線バス

の停留所の

上家 

７ 前各号の

用途に関連

し、かつ、

前各号の建

築物と一の

建築物とな

る店舗、飲

食店その他

これらに類

するもので

その用途に

供する部分

の床面積が

５００平方

メートル未

満のもの 

８ 前各号の

建築物に附

属するもの 

     ル 

２ 前号

に掲げ

る建築

物以外

の建築

物にあ

つては

、道路

境界線

までの

距離 

２メー

トル 

                  

 公共公

益的施

設地区

Ｂ 

１ 住宅 

２ 住宅で住

宅以外の用

途を兼ねる

もの 

３ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

４ 店舗 

５ 工場（学

校給食セン

ターを除く

。） 

６ ボーリン

グ場、スケ

ート場、ス

キー場、ゴ

ルフ練習場

又はバッテ

ィング練習

場 

― ― ― ３００

平方メ

ートル 

１ 工場

（学校

給食セ

ンター

に限る

。）に

あつて

は、道

路境界

線及び

隣地境

界線ま

での距

離 ５

メート

ル 

２ 前号

に掲げ

る建築

物以外

の建築 

― １８メ

ートル 

― ―               



  ７ ホテル又

は旅館 

８ 自動車教

習所 

９ 畜舎 

１０ マージ

ャン屋、ぱ

ちんこ屋、

射的場、勝

馬投票券発

売所、場外

車券売場そ

の他これら

に類するも

の 

１１ カラオ

ケボックス

その他これ

に類するも

の 

１２ キャバ

レー、料理

店その他こ

れらに類す

るもの 

１３ ナイト

クラブその

他これに類

する令第１

３０条の７

の３で定め

るもの 

１４ 倉庫業

を営む倉庫 

１５ 危険物

の貯蔵又は

処理に供す

るもの（建

築物に附属

するものを

除く。） 

    物にあ

つては

、道路

境界線

までの

距離 

２メー

トル 

                  

 公共公

益的施 

１ 住宅 

２ 共同住宅 

― ― ― １２０

平方メ 

１ 共同

住宅又 

― １８メ

ートル 

― ―               



 設地区

Ｃ 

で１階部分

を自動車車

庫又は居住

の用に供す

るもの（管

理人室等に

供する部分

を除く。） 

３ 寄宿舎又

は下宿 

   ートル は住宅

で住宅

以外の

用途を

兼ねる

ものに

あつて

は、八

王子都

市計画

グリー

ンヒル

寺田団

地地区

地区計

画の計

画図２

（以下

この項

におい

て「グ

リーン

ヒル寺

田団地

地区計

画図」

という

。）に

表示す

る１号

壁面線

におけ

る道路

境界線

までの

距離 

５メー

トル 

                  

       ２ 前号

に掲げ

る建築

物以外

の建築 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都 

                 



       物にあ

つては

、グリ

ーンヒ

ル寺田

団地地

区計画

図に表

示する

１号壁

面線に

おける

道路境

界線ま

での距

離 １

メート

ル 

市計画決定

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

                 

 公共公

益的施

設地区

Ｄ 

１ 住宅 

２ 共同住宅

で１階部分

を自動車車

庫又は居住

の用に供す

るもの（管

理人室等に

供する部分

を除く。） 

３ 寄宿舎又

は下宿 

― ― ― １２０

平方メ

ートル 

１ 共同

住宅又

は住宅

で住宅

以外の

用途を

兼ねる

ものに

あつて

は、八

王子都

市計画

グリー

ンヒル

寺田団

地地区

地区計

画の計

画図２

（以下

この項

におい

て「グ

リーン

ヒル寺 

― １２メ

ートル 

― ―               



       田団地

地区計

画図」

という

。）に

表示す

る１号

壁面線

におけ

る道路

境界線

までの

距離 

５メー

トル 

                  

       ２ 前号

に掲げ

る建築

物以外

の建築

物にあ

つては

、グリ

ーンヒ

ル寺田

団地地

区計画

図に表

示する

１号壁

面線に

おける

道路境

界線ま

での距

離 １

メート

ル 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都

市計画決定

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

                 

 住宅地

区Ａ 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 共同住宅 

２ 集会場又 

１０分

の６ 

― ― ― １ 共同

住宅に

あつて

は、八

王子都 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都 

― ― ―               



  は集会所 

３ 防災備蓄

倉庫 

４ 路線バス

の停留所の

上家 

５ 電気事業

法第２条第

１項第１６

号に規定す

る電気事業

の用に供す

る施設 

６ 水道法第

３条第２項

に規定する

水道事業の

用に供する

施設 

７ 前各号の

建築物に附

属するもの 

    市計画

グリー

ンヒル

寺田団

地地区

地区計

画の計

画図２

（以下

この項

におい

て「グ

リーン

ヒル寺

田団地

地区計

画図」

という

。）に

表示す

る１号

壁面線

におけ

る道路

境界線

までの

距離 

５メー

トル 

２ 共同

住宅に

あつて

は、グ

リーン

ヒル寺

田団地

地区計

画図に

表示す

る２号

壁面線

におけ

る道路

市計画決定

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

                 



境界線 

       までの

距離 

２５メ

ートル 

                  

 住宅地

区Ｂ 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 共同住宅

（地階を除

く階数が５

以下のもの

に限る。以

下この項に

おいて同じ

。） 

２ 集会場又

は集会所 

３ 防災備蓄

倉庫 

４ 路線バス

の停留所の

上家 

５ 電気事業

法第２条第

１項第１６

号に規定す

る電気事業

の用に供す

る施設 

６ 水道法第

３条第２項

に規定する

水道事業の

用に供する

施設 

７ 前各号の

建築物に附

属するもの 

１０分

の６ 

― ― ― 共同住宅

にあつて

は、八王

子都市計

画グリー

ンヒル寺

田団地地

区地区計

画の計画

図２に表

示する１

号壁面線

における

道路境界

線までの

距離 ５

メートル 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都

市計画決定

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

― ― ―               

 住宅地

区Ｃ 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 住宅（地 

１０分

の５ 

― ― ― 住宅及び

共同住宅

にあつて

は、八王 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地 

― ― ―               



  階を除く階

数が３以下

の長屋に限

る。以下こ

の項におい

て同じ。） 

２ 共同住宅

（地階を除

く階数が５

以下のもの

に限る。以

下この項に

おいて同じ

。） 

３ 集会場又

は集会所 

４ 防災備蓄

倉庫 

５ 路線バス

の停留所の

上家 

６ 電気事業

法第２条第

１項第１６

号に規定す

る電気事業

の用に供す

る施設 

７ 水道法第

３条第２項

に規定する

水道事業の

用に供する

施設 

８ 前各号の

建築物に附

属するもの 

    子都市計

画グリー

ンヒル寺

田団地地

区地区計

画の計画

図２に表

示する２

号壁面線

における

道路境界

線までの

距離 ２

５メート

ル 

区計画の都

市計画決定

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

                 

 住宅地

区Ｄ 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 住宅（地

階を除く階

数が３以下 

１０分

の５ 

 

― ― ― 住宅及び

共同住宅

にあつて

は、八王

子都市計

画グリー 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都

市計画決定 

― ― ―               



  の長屋に限

る。以下こ

の項におい

て同じ。） 

２ 共同住宅

（地階を除

く階数が５

以下のもの

に限る。以

下この項に

おいて同じ

。） 

３ 集会場又

は集会所 

４ 防災備蓄

倉庫 

５ 路線バス

の停留所の

上家 

６ 電気事業

法第２条第

１項第１６

号に規定す

る電気事業

の用に供す

る施設 

７ 水道法第

３条第２項

に規定する

水道事業の

用に供する

施設 

８ 前各号の

建築物に附

属するもの 

    ンヒル寺

田団地地

区地区計

画の計画

図２に表

示する１

号壁面線

における

道路境界

線までの

距離 ５

メートル 

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

                 

 住宅地

区Ｅ 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 住宅（地

階を除く階

数が３以下

の長屋に限

る。以下こ 

１０分

の６ 

― ― ― １ 住宅

及び共

同住宅

にあつ

ては、

八王子

都市計

画グリ 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都

市計画決定

の時点にお

いて、現に 

― ― ―               



  の項におい

て同じ。） 

２ 共同住宅

（地階を除

く階数が３

以下のもの

に限る。以

下この項に

おいて同じ

。） 

３ 集会場又

は集会所 

４ 防災備蓄

倉庫 

５ 路線バス

の停留所の

上家 

６ 電気事業

法第２条第

１項第１６

号に規定す

る電気事業

の用に供す

る施設 

７ 水道法

第３条第２

項に規定す

る水道事業

の用に供す

る施設 

８ 前各号の

建築物に附

属するもの 

    ーンヒ

ル寺田

団地地

区地区

計画の

計画図

２（以

下この

項にお

いて「

グリー

ンヒル

寺田団

地地区

計画図

」とい

う。）

に表示

する１

号壁面

線にお

ける道

路境界

線まで

の距離 

 ５メ

ートル 

２ 住宅

及び共

同住宅

にあつ

ては、

グリー

ンヒル

寺田団

地地区

計画図

に表示

する２

号壁面

線にお

ける道

路境界 

存する建築

物 

                 



       線まで

の距離 

 ２５メ

ートル 

                  

 住宅地

区Ｆ 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 住宅（地

階を除く階

数が３以下

の長屋に限

る。以下こ

の項におい

て同じ。） 

２ 共同住宅

（地階を除

く階数が３

以下のもの

に限る。以

下この項に

おいて同じ

。） 

３ 集会場又

は集会所 

４ 防災備蓄 

倉庫 

５ 路線バス

の停留所の

上家 

６ 電気事業

法第２条第

１項第１６

号に規定す

る電気事業

の用に供す

る施設 

７ 水道法第

３条第２項

に規定する

水道事業の

用に供する

施設 

８ 前各号の 

１０分

の５ 

― ― ― 住宅及び

共同住宅

にあつて

は、八王

子都市計

画グリー

ンヒル寺

田団地地

区地区計

画の計画

図２に表

示する２

号壁面線

における

道路境界

線までの

距離 ２

５メート

ル 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都

市計画決定

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

― ― ―               



  建築物に附

属するもの 

                       

 住宅地

区Ｇ 

次に掲げる

建築物以外の

建築物 

１ 住宅（地

階を除く階

数が２以下

の長屋に限

る。以下こ

の項におい

て同じ。） 

２ 共同住宅

（地階を除

く階数が２

以下のもの

に限る。以

下この項に

おいて同じ

。） 

３ 集会場又

は集会所 

４ 防災備蓄

倉庫 

５ 路線バス

の停留所の

上家 

６ 電気事

業法第２条

第１項第１

６号に規定

する電気事

業の用に供

する施設 

７ 水道法第

３条第２項

に規定する

水道事業の

用に供する

施設 

８ 前各号の

建築物に附

属するもの 

１０分

の５ 

― ― ― 住宅及び

共同住宅

にあつて

は、八王

子都市計

画グリー

ンヒル寺

田団地地

区地区計

画の計画

図２に表

示する１

号壁面線

における

道路境界

線までの

距離 ５

メートル 

八王子都市

計画グリー

ンヒル寺田

団地地区地

区計画の都

市計画決定

の時点にお

いて、現に

存する建築

物 

― ― ―               



 １２６ 大和田町五丁目地区整備計画区域  
 （あ） （い） （う） （え） （お） （か） （き） （く）            

 計画地

区の区

分 

建築してはな

らない建築物 

建築物の容積

率 

建築物

の建蔽

率の最

高限度 

建築物

の敷地

面積の

最低限

度 

建築物の外壁等の面

から道路境界線又は

隣地境界線までの距

離及び適用除外の建

築物等 

建築物の高さ 垣又は

柵の構

造の制

限 

           

 最高限

度 

最低限

度 

距離 適用除外の

建築物等 

最高限

度 

最低限

度 

         

 商業地

区 

１ 住宅 

２ 住宅で住

宅以外の用

途を兼ねる

もの 

３ 共同住宅

、寄宿舎又

は下宿 

４ 老人ホー

ム、福祉ホ

ームその他

これらに類

するもの（

居住の用に

供するもの

に限る。） 

５ 自動車教

習所 

６ 危険物の

貯蔵又は処

理に供する

もの（石油

類の販売に 

― ― ― １，０

００平

方メー

トル 

道路境界

線及び隣

地境界線

までの距

離 １メ

ートル 

― １２メ

ートル 

― ―               

  供するもの

及び建築物

に附属する

ものを除く

。） 

                       

 住宅地

区 

１ 住宅（各

住戸の床面

積が２５平

方メートル

未満の長屋

に限る。） 

― ― ― １２０

平方メ

ートル 

１ 道路

境界線

及び隣

地境界

線まで

の距離  

１ 外壁等

の中心線

の長さの

合計が３

メートル

以下であ 

１８メ

ートル 

― ―               



  ２ 共同住宅

（各住戸の

床面積が２

５平方メー

トル未満の

ものに限る

） 

３ 寄宿舎又

は下宿 

４ 店舗でそ

の用途に供

する部分の

床面積の合

計が１，５

００平方メ

ートルを超

えるもの 

５ 事務所で

その用途に

供する部分

の床面積の

合計が５０

０平方メー

トルを超え

るもの 

６ 神社、寺 

    ０．５

メート

ル 

 

るもの 

２ 物置そ

の他これ

に類する

用途（自

動車車庫

を除く。

）に供し

、軒の高

さが２．

３メート

ル以下で

、かつ、

床面積の

合計が５

平方メー

トル以内

であるも

の 

３ 自動車

車庫で軒

の高さが

２．３メ

ートル以

下である

もの 

                 

  院、教会そ

の他これら

に類するも

の 

７ 老人ホー

ム、福祉ホ

ームその他

これらに類 

    ２ 八王

子都市

計画大

和田町

五丁目

地区地

区計画

の計画 

―                  

  するもの（

居住の用に

供するもの

に限る。） 

８ 公衆浴場 

９ 工場で令

第１３０条

の６に定め

る工場以外

    図（以

下この

項にお

いて「

大和田

町五丁

目地区

計画図

」とい

                  



のもの 

１０ ボーリ

ング場、ス

ケート場、

スキー場、

ゴルフ練習

場及びバッ

ティング練

習場 

１１ ホテル

又は旅館 

１２ 自動車

教習所 

１３ 畜舎 

１４ 危険物

の貯蔵又は

処理に供す

るもの（建

築物に附属

するものを

除く。） 

う。）

に表示

する１

号壁面

線にお

ける隣

地境界

線まで

の距離 

 ２メ

ートル 

３ 大和

田町五

丁目地

区計画

図に表

示する

２号壁

面線に

おける

道路境

界線及

び隣地

境界線

までの

距離 

１メー

トル 

４ 大和

田町五

丁目地

区計画

図に表

示する

３号壁

面線に

おける

道路境

界線ま 

       での距

離 ２

メート 

                  

                          



       ル                   

  

 

 

 

 



   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



 


